
〒３７１−００２３前橋市本町二丁目１２−１前橋プラザ元気２１１階

前橋市産業経済部にぎわい商業課商業振興係
０２７−２１０−２１８８ 受付時間8:30~17:15(土日祝日除く)

買い物利便性向上支援事業補助金

事業継続のために行う事業費の一部を補助

事業承継を目指して行う事業費の一部を補助
✔最大３年間の承継計画を
商工会議所等がフォローアップ

✔かかった経費の最大５０万円を補助

【複数年計画を申請する場合】
前橋商工会議所・前橋東部商工会・富士見商工会の

いずれかのフォローアップが必須となります

※小規模事業者2/3
補助率1/2

上限額50万円

承継型

✔かかった経費の最大１０万円を補助

✔令和５年度利用者も利用可能

✔パソコン等の購入については、５万円まで

補助

お申込み・お問い合わせ先

郊外で地域の生活を支える店舗を支援します！令和６年度

※小規模事業者2/3
補助率1/2

上限額10万円

一般型

令和６年４月１日(月)～令和７年２月２８日(金)
※申請期間中であっても予算額に達した場合には、受付を終了します。

申請期間

小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業対象業種

市街化調整区域、大胡・宮城・粕川・富士見の各地区対象エリア

①店舗等の改装工事費 内装・外装・空調設備・給排水設備工事等
②備品購入費 耐用年数１年以上かつ取得価格が一つ税抜１０万円以上の

備品
対象経費

HPはコチラから

◆パソコン等の購入
補助率1/2（全事業者）
上限額 ５万円



◆申請から補助金支払までの手続き

・令和６年４月１日から令和７年２月２８日までの間で交付申請した
上で、令和７年３月３１日までに事業及び支払いを完了させてくだ
さい。
・原則として、市内業者への発注が条件です。
・補助金交付決定前に着手した事業に係る経費は対象外です。
・一般型、承継型及びパソコン等の購入については、同一年度での併
用はできません。
・交付決定金額はいずれも千円未満切捨てとなります。
・要項違反等があった場合、交付決定が取り消されることがあります。

注
意
事
項

前橋市による補助金の支払

実績報告時の提出書類
□実績報告書（様式第１０号）
□事業後写真
（施工・設置箇所の確認）
□補助事業に係る領収書の写し
又は振込明細書等

□代表者変更の確認書類
（承継した年度の場合のみ）

前橋市による交付確定通知

前橋市による交付決定通知

交付申請書の作成・提出

着工・備品購入

交付請求書の作成・提出

実績報告書の作成・提出

交付申請時の提出書類
□交付申請書(様式第１号)
□補助事業に係る見積書の写し
□設置図面
（施工・設置箇所の確認）
□事業前写真
（未施工・未設置の確認）
□同意書兼誓約書(様式第２号)
□営業していることがわかる資料
（確定申告書の写し等）
□事業計画書
単年承継 (様式第５号)
複数年承継(様式第６号)

事前相談

実績報告時の提出書類
□実績報告書(様式第１０号)
□事業後写真
（施工・設置箇所の確認）
□補助事業に係る領収書の写し
又は振込明細書等

交付申請時の提出書類
□交付申請書(様式第１号)
□補助事業に係る見積書の写し
□設置図面
（施工・設置箇所の確認）
□事業前写真
（未施工・未設置の確認）
□同意書兼誓約書(様式第２号)
□営業していることがわかる資料
（確定申告書の写し等）

承継型一般型

種別 対象経費 補助率 補助上限額

一般型 ①店舗等の改装工事費
内装・外装・空調設備・給排水設備工事等

②備品購入費
耐用年数１年以上かつ備品一つ当たりの取得価格が

税抜１０万円以上の備品

③パソコン等の購入費
取得価格１０万円未満の備品も対象とします。

１/２
※小規模事業者２/３

１０万円

承継型 ５０万円

パソコン
等の購入 １／２ ５万円


